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１ 滋賀県内で起こりうる地震想定について 

 滋賀県内で甚大な被害が想定されるものとして、以下のとおり琵琶湖を囲むように５つ

の断層帯に囲まれている。これに加え、南海トラフ巨大地震についても滋賀県では影響を

受ける想定となっており、県内の１週間後の最大避難者数として、249,534人が想定さ

れている。 

 

 

 

 

活断層 
地震の規模（マグ

ニチュード） 

県内最大

震度 

今後 30年間の発

生確率 

①琵琶湖西岸断

層帯 
7.8 ７ 1％～3％ 

②三方・花折断

層帯 
7.4 ７ ほぼ 0％～0.6％ 

③木津川断層帯 7.3 ７ ほぼ 0％ 

④鈴鹿西縁断層

帯 
7.6 ７ 0.08％～0.2％ 

⑤柳ケ瀬・関ケ原

断層帯 
7.8 ７ ほぼ 0％ 

南海トラフ巨大

地震 
8.0～9.0 ６強 80％程度 

参考）滋賀県地震被害想定 

(H26.3) 
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２ 避難所でのトイレ清掃方法 

 

項目 清掃方法 

①基本的事項 □１日１回以上は清掃を行う。 

□ホコリを立てない。 

□感染源を広げたりすることのないよう注意して清掃す 

る。 

②トイレ清掃の準備 □マスク、手袋、前掛け等の着用により自身の手指の傷な

どからの感染等、自己を防衛する。 

□マスク、手袋、前掛け等はディスポ（使い捨て）を使用す

る。 

③換気の確保 □ドア・窓を開放し換気を行う。 

 

④除菌洗浄水と清掃用

水（水道水）の用意 

□きれいなバケツの水でキッチン用塩素系漂白剤を希釈す

る。バケツの水１杯（約５リットル）にキャップ４杯程度（約

２０cc） 

⑤拭き掃除 □ドアノブ、手すり、水洗レバー、タンク、フタ、便座、便器の

外側、タイル（床）の順で、薄めた除菌洗浄水に布等を浸

し、しっかり絞ってから拭く。 

⑥便器の掃除 □複数のトイレの掃除を行う場合は、それぞれの環境を整

備してから便器の清掃をまとめて行う。 

□便器の内側は除菌洗浄水の原液をかけ、２～３分後にこ

すらずに水に流す。汚れにはトイレタワシ等を用いる。 

⑦備品の設置・補充 □手袋をはずし（外側が内側になるように外す）、トイレット

ペーパー、消臭剤。ペーパー分別ボックスを設置する（ル

ールが既に構築されている場合、それに沿った運用がで

きるように配慮する）。 

□掲示物は使用時の目線に入るよう配置する。 

⑧掃除終了時の留意点 □脱いだマスク、手袋、前掛け等は排気用袋に入れる。 

□泥落としマット等で靴の泥を落とし除菌洗浄水を染み込

ませた消毒用マットで踏み靴裏を消毒する。 

□清掃が終了したら手洗いを必ず行う。 
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３ 衛生管理に必要な準備品（例示） 

 

災害時に衛生面に配慮した継続的な清掃を行うために、最低限必要な備品等を速やか

に確保できるよう平時から備蓄に努めるとともにトイレの使い方、手洗いの方法および掃

除の方法等を周知するための手段についてあらかじめ準備しておく必要がある。 

 

◎ 優先的に準備すべきもの 

〇 準備が望ましいもの 

区分 準備品 

必需品 ◎トイレットペーパー（ビニール包装が望ましい） 

◎生理用品 

◎ペーパー分別ボックス／サニタリーボックス（段ボール製の場

合は床面からの水を防ぐための防護策が必要） 

衛 生 ◎手洗い用水・石鹸（手洗い水がある場合） 

◎ウエットティッシュ（手洗い水がある場合） 

◎手指消毒用アルコール（手洗い水がある場合） 

〇ペーパータオル（手洗い用） 

清掃する人が着用

するもの 

◎ゴム手袋 

◎マスク（使い捨て） 

トイレ清掃用の作業着 

清掃用具 

（容器に中身と使

用箇所を表記） 

◎掃除用水（清掃用、消毒用） 

◎トイレ清掃専用のバケツ（消毒水用、モップ洗浄用） 

◎消毒水作成用の塩素系漂白剤（キッチン用で可） 

◎ビニール袋（ゴミ袋用、清掃用具持ち運び用） 

◎トイレ掃除用ほうき、ちりとり 

◎トイレ掃除用雑巾（多用途に使用するため複数用意） 

◎ブラシ（床用、便器用） 

〇トイレ用洗剤（災害用トイレには中性洗剤） 

〇モップ 

〇ペーパータオル（掃除用） 

トイレ関連備品等 ◎トイレ専用の履物（室内のトイレに限る） 

◎トイレの使用ルールを掲示 

◎手洗い・消毒の方法を掲示 

〇消臭剤 

〇消毒マット（室内と下履きの境界） 

〇汚物用ビニール袋、汚物用脱臭剤 

〇トイレ用防虫剤 

参考文献： 内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」 
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４ 災害用トイレの確保・管理チェックリスト 

 

 このチェックリストは、平時から備えるべきことの確認および災害時に優先して行うべき

業務（仕事）の確認や、その進行管理を行うことを目的とする。 

なお、チェックリストの対策項目や仕事が不足する場合または主担当、担当、支援の欄に

記載されている担当が市町の実情に合わない場合は適宜修正し使用すること。 

項目番

号 
仕 事 

いつ ★主担当 

◎担当 

〇支援 

を記入 

指
示
し
た
か 

確
認
し
た
か 

協働する団体等 
準
備 

初
動 

応
急 

復
旧 

対策項目１  災害用トイレの確保・管理計画を作成する 

1-1 各避難所の既設トイレの汚水処

理方法を確認する ★ 

〇 
   

★浄化槽・し

尿処理、下水

道担当、〇施

設管理者 

□ □ 

 

1-2 各避難所の想定される最大避

難者数を確認する 
★    

★防災担当 
□ □ 

 

1-3 災害時の水洗トイレの使用ルー

ルを作成する ★ 

〇 
   

〇浄化槽・し

尿処理、下水

道担当、★防

災担当 

□ □ 

 

1-4 災害時のトイレ（便器）の必要数

の見積を実施する 
★ 

〇 
   

〇浄化槽・し

尿処理、下水

道担当、〇施

設管理者、 

★防災担当 

□ □ 

 

1-5 携帯・簡易・仮設トイレの備蓄、

マンホールトイレの整備を検討

する 

★ 

◎

〇 

   

〇浄化槽・し

尿処理、下水

道担当、◎防

災担当、★施

設管理者 

□ □ 

 

1-6 屋外トイレの設置場所を確保す

る 
★ 

◎ 
   

◎防災担当、

★施設管理

者 

□ □ 

 

1-7 トイレの衛生管理に必要な物資

等を確保する 
★ 

〇 
   

〇保健担当、

★施設管理

者 

□ □ 

 

1-8 手洗い用水を確保する 
◎    

◎上水担当、

◎避難者 
□ □ 

 

対策項目２  汚水処理・使用済み携帯トイレの処理手段を確保する 

2-1 し尿処理業者と災害時の協定

締結を実施する 
★    

★浄化槽・し

尿処理担当 
□ □ 

 

2-2 避難所のし尿処理計画（回収場

所・順序・回数）を作成する 
★ ★  

★浄化槽・し

尿処理担当 
□ □ 

し尿処理業者 

2-3 使用済み携帯トイレ（便袋）の保

管場所を確保する ★ ★  

★施設管理

者、◎衛生担

当 

□ □ 

し尿処理業者 

2-4 使用済み携帯トイレ（便袋）の回

収方法、手段を確保する 
★  ★ 

★衛生担当 
□ □ 
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項目番

号 
仕 事 

いつ ★主担当 

◎担当 

〇支援 

を記入 

指
示
し
た
か 

確
認
し
た
か 

協働する団体等 
準
備 

初
動 

応
急 

復
旧 

対策項目３  多重的に災害用トイレを確保する 

3-1 備蓄している災害用トイレを避

難所に届ける手段を確保する 
★ 

★ 

◎ 
 

★防災担当 

◎商工担当 
□ □ 

トラック協会等 

3-2 各避難所のトイレの不足数を把

握する（女性用のトイレの数は、

男性用よりも多くする） 

 
★ 

〇 

★ 

〇 
 

★防災担当

〇施設管理

者 

□ □ 

 

3-3 簡易トイレ（段ボール式等の組

立式を含む）の使用環境を確保

する 
 

★ 

◎ 
〇  

★施設管理

者、◎避難所

派遣職員、〇

避難者 

□ □ 

 

3-4 要配慮者専用トイレを確保する 

 
★ 

◎ 
〇 

★施設管理

者、◎避難所

派遣職員、〇

避難者 

□ □ 

 

3-5 仮設トイレ（組立式トイレを含む

）の使用環境を確保する 

 
★ 

◎ 
★◎〇 

◎浄化槽・し

尿処理担当、

★施設管理

者、◎避難所

派遣職員、〇

避難者 

□ □ 

 

対策項目４  既設トイレの活用と不足するトイレの把握を実施する 

4-1 既設トイレの使用可能な個室（

便器）を確認する  
★ 

◎ 
  

★施設管理

者、◎避難所

派遣職員 

□ □ 

 

4-2 既設トイレの水洗トイレの使用

禁止等の措置を実施する  
★ 

◎ 
  

★施設管理

者、◎避難所

派遣職員 

□ □ 

 

4-3 備蓄してある携帯・簡易・組立

式トイレを設置する 
 

★ 

◎ 

★ 

◎ 

〇 

 

★施設管理

者、◎避難所

派遣職員、〇

避難者 

□ □ 

 

4-4 マンホールトイレの使用環境を

確保する 
  ★◎〇 

★施設管理

者、◎避難所

派遣職員、〇

避難者 

□ □ 

 

4-5 避難者人数と使用できるトイレ

の数から、不足するトイレ（便器

）数を把握し要請を実施する 
 ★  

★避難所派

遣職員 
□ □ 

 

4-6 トイレの利用状況（並んでいな

いか、待ち時間はあるか等）を

確認する 

 ★ ★ ★ 

★運営委員

会 □ □ 

 

4-7 女性用トイレを昼夜問わず安心

して使用できる場所に設置す

る  ★◎  

★施設管理

者、◎避難所

派遣職員 □ □ 
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項目番

号 
仕 事 

いつ ★主担当 

◎担当 

〇支援 

を記入 

指
示
し
た
か 

確
認
し
た
か 

協働する団体等 
準
備 

初
動 

応
急 

復
旧 

対策項目５  トイレの使用ルールを確保する 

5-1 トイレの使用ルールの周知、掲

示を実施する 
★ 

◎ 

★ 

◎ 
★◎ 

★施設管理

者、◎保健担

当 

□ □ 

 

5-2 トイレ用の履物を確保する 
★ ★ ◎ 

★商工担当、

◎防災担当 
□ □ 

 

5-3 正しい手洗い方法の周知、掲示

を実施する   ★◎ 

★保健担当、

◎運営委員

会 

□ □ 

NPO・ボランティア 

5-4 トイレの男女別をわかりやすく

する表示を実施する 
 ★ ★ 

★運営委員

会 
□ □ 

 

5-5 トイレの防犯対策について使用

者に呼びかけを実施する   ★◎〇 

★防犯担当、

◎運営委員

会、○避難者 

□ □ 

 

5-6 女性や要配慮者に意見を求め、

改善を実施する 
  ★ 

★運営委員

会 
□ □ 

 

対策項目６  トイレの使用環境の改善を実施する 

6-1 高齢者、障害者用トイレの動線

の安全性を確保する 
  ★ 

★運営委員

会 
□ □ 

NPO、ボランティア

、社会福祉協議会 

6-2 オムツや生理用品等を確保す

る 

 

 ★ ★ 

★商工担当 

□ □ 

 

6-3 ウエットティッシュ、手指消毒液

、環境整備用除菌洗浄液、消臭

剤を確保する 

★ ★ ★ 

★商工担当 

□ □ 

 

6-4 オムツや生理用品のサニタリー

ボックスを確保する 
  ★ 

★商工担当 
□ □ 

 

6-5 防犯対策としてトイレの中と外

に照明を確保する  ★ ★ 

◎商工担当、

★施設管理

者 

□ □ 

 

6-6 仮設トイレ・マンホールトイレの

防犯対策（施錠、防犯ブザー等）

を実施する 

  ★◎ 

◎防犯担当、

★運営委員

会 

□ □ 

 

6-7 手すりの設置・段差の解消を実

施する ★  ★◎ 

★営繕担当、

◎施設事務

局 

□ □ 

避難所となる施設管

理事務局 

6-8 こども用のトイレ（便座）を確保

する 

 

  ★ 

★商工担当 

□ □ 
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参考文献： 内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン 

  

項目番

号 
仕 事 

いつ ★主担当 

◎担当 

〇支援 

を記入 

指
示
し
た
か 

確
認
し
た
か 

協働する団体等 

準備 
準
備 

初
動 

応
急 

復
旧 

対策項目７  トイレの特別ニーズ対応を実施する 

7-1 トイレに行くのに配慮が必要な

人等の把握を実施する 

 ★ ★○ ★運営委員

会、○避難者 

□ □  

7-2 配慮が必要な方のボランティア

の要請を実施する 

 

  ★ 

★避難所派

遣職員 □ □ 

 

7-3 感染症患者が出たときの専用

トイレを確保する   ★ 
★運営委員

会 □ □ 
応援職員 

7-4 装具交換やオムツの交換のた

めの折り畳み台を検討する 
  ★ 

★運営委員

会 
□ □ 

 

7-5 人工肛門・人工膀胱保有者のた

めの装具交換スペースを検討

する 

  ★ 

★運営委員

会 □ □ 

 

7-6 トイレの待合スペース・雨風日

除けの確保を検討する 
  ★ 

★運営委員

会 
□ □ 

 

対策項目８  トイレの清潔な衛生環境を確保する 

8-1 手洗い用の水・石鹸を確保する 
★  ★ ★ 

★商工担当 

 
□ □ 

 

8-2 手指消毒液を確保する 

 
★ ★ ★ 

★商工担当 
□ □ 

 

8-3 トイレ責任者とトイレ掃除当番

を決めて役割分担を実施する   
★ 

〇 
〇 

★運営委員

会、〇避難者

、地域住民 

□ □ 

 

8-4 トイレの掃除用具・使い捨て手

袋・マスク・作業着等を確保する 
  ★ 

★商工担当 
□ □ 

 

8-5 防虫・除虫対策を実施する 
  ★〇 

★運営委員

会、〇避難者 
□ □ 
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５ トイレ支援に係る県の動き 
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 ６ 災害時のトイレの必要数計算シート（参考） 
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７ 災害時のトイレ支援に関する協定締結先一覧 

団体名 協定名 締結年月日 

スターライト工業株式会社 災害用トイレ等に関する協定書 令和７年７月 15日 

滋賀県環境整備事業協同組合 災害および感染症発生時における一般廃棄物の収集運搬等の支援に関する協定書 令和３年１月 18日 

湖北清掃事業協同組合 災害および感染症発生時における一般廃棄物の収集運搬等の支援に関する協定書 令和３年１月 18日 

 


